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国立大学法人東京農工大学入試手当支給細則の一部改正  

現行 改正 改正理由 

 

第1条～第5条 (略) 

 

別表 

 

第1条～第5条 (略) 

 

別表 

 

 

担当業務 評価点 

1～2 (略)  (略) 

3  特別入試に係るもの   

(1)(略)  (略) 

(2) AO入試に係るもの   

 部会長(農学部) 25 

 次年度部会長(農学部) 50 

 前年度部会長(農学部) 25 

 入試委員長(農学部) 40 

 入試委員(農学部) 30 

 出題・採点委員長(農学部) 40 

 出題・採点委員(農学部) 30 

 部会長(工学部) 75 

 出題・採点委員(工学部) 30 

 査読委員(工学部) 10 

4～6 (略) (略) 
 

担当業務 評価点 

1～2 (略)  (略) 

3  特別入試に係るもの   

(1)(略)  (略) 

(2) AO入試に係るもの   

 部会長(農学部) 25 

 次年度部会長(農学部) 50 

 前年度部会長(農学部) 25 

 入試委員長(農学部) 40 

 入試委員(農学部) 30 

 (削除) (削除) 

 (削除) (削除) 

 部会長(工学部) 75 

 出題・採点委員 30 

 査読委員 10 

4～6 (略) (略) 
 

 

      附 則(平成29年4月1日細則第1号) 

この細則は、平成29年4月1日から施行する。 


